
令和元年度（2019年度） 大阪労働大学講座

シンポジウム
「働き方改革法について」

聴講生募集

令和２年１月２４日（金）
開 催！

【 対象者 】 労働組合員、企業の人事労務担当者、労働問題に関心のある方及び社会保険労務士等
【 受講料 】 １名 ３,０００円 ※当日、会場でお支払いください。
【定 員】 １００名 ※定員になり次第締め切ります。
【主 催】 大阪府、一般財団法人大阪労働協会
【後 援】 日本労働組合総連合会大阪府連合会、一般社団法人大阪労働者福祉協議会、

大阪府中小企業団体中央会、大阪府社会保険労務士会
【申込方法】 以下に必要事項をご記入のうえ、事前に大阪労働協会までＦＡＸまたは電話、Ｅメールで

お申込みください。

TEL ： 06(6942)0001 FAX ： 06(6942)1933 E-mail ： ork@l-osaka.or.jp
エル・おおさかＨＰからのお申込みはこちら → http://www.l-osaka.or.jp

勤務先又は
所属先名

所在地

ＴＥＬ （ ）

E-mail ＦＡＸ （ ）

令和元年度（2019年度）大阪労働大学講座 シンポジウム聴講申込書

※本申込書にご記入の個人情報は、本講座に必要な業務以外には使用いたしません。

大阪労働大学講座では、働き方改革についての意識・関心をより強く持っていただくため、今年度最後の
講座として、労働法分野でのシンポジウムを開催いたします。
働き方改革に関する法律が制定されたことを踏まえて、その課題と問題点を考えます。
広く皆様方からの聴講参加を募りますので、ふるってお申込みください。

【日 時】 令和２年１月２４日（金） 午後 ６時３０分 ～ 午後 ８時３０分
【会 場】 エル・おおさか南館５階 南ホール

大阪市中央区北浜東3-14（ＯｓａｋａＭｅｔｒｏ谷町線・京阪電車「天満橋駅」下車西へ300ｍ）

ふりがな

受講者氏名

〒

第１部 基調講演 京都大学名誉教授 西村 健一郎

【コーディネーター】 京都大学名誉教授 西村 健一郎
【パ ネ リ ス ト】
・第１報告「同一労働・同一賃金関連の法改正」 京都大学大学院准教授 島田 裕子
・第２報告「労働時間」 京都女子大学准教授 植村 新
・第３報告「副業・兼業の推進に向けて」 大阪大学大学院教授 水島 郁子
・パネルディスカッション、参加者との質疑応答

第２部 パネルディスカッション


